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規
　
則

◯
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
一
二
・
税
務
課
）

◯
生
活
保
護
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
一
三
・
医
務
薬
事
課
）

中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
十
二
号

中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
中
心
市
街
地
に
お
け
る
県
税
の
不
均
一
課
税
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
四

年
秋
田
県
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
不
動
産
取
得
税
の
不
均
一
課
税
に
係
る
添
付
書
類
）

第
二
条

条
例
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
秋
田
県
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
秋
田
県
条
例
第

二
十
四
号
）
第
七
十
条
第
一
項
の
申
告
書
に
条
例
第
二
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き
旨
を
付
記

し
て
条
例
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
を
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
申
告
書
に
次
に

掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す

る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
事
業
計
画

又
は
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
計
画
に
係
る
商

業
基
盤
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

二
　
取
得
し
た
家
屋
の
取
得
価
額
を
証
す
る
書
類

三
　
取
得
し
た
家
屋
の
平
面
図

四
　
土
地
に
係
る
申
告
に
あ
っ
て
は
、
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
五

十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
物
の
建
ぺ
い
率
を
証
す
る
書
類

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

生
活
保
護
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
規
則
第
十
三
号

生
活
保
護
法
施
行
細
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

生
活
保
護
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
八
年
秋
田
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

様
式
第
三
十
四
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

秋
田
県
看
護
職
員
修
学
資
金
貸
与
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
秋
田
県
規
則
第
四
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
四
号
中
「
看
護
婦
免
許
」
を
「
看
護
師
免
許
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
一
号
中
「
保
健
婦
・
保
健
士
修
学
資
金
」
を
「
保
健
師
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条

第
二
号
中
「
助
産
婦
修
学
資
金
」
を
「
助
産
師
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
看
護
婦

・
看
護
士
修
学
資
金
」
を
「
看
護
師
修
学
資
金
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
准
看
護
婦
・
准
看

護
士
修
学
資
金
」
を
「
准
看
護
師
修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

秋
田
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

別
表
第
二
の
二
第
四
十
二
号
及
び
第
四
十
三
号
中
「
准
看
護
婦
又
は
准
看
護
士
」
を
「
准
看
護

師
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
四
号
中
「
准
看
護
婦
試
験
合
格
証
明
書
又
は
准
看
護
士
試
験
合
格
証

明
書
」
を
「
准
看
護
師
試
験
合
格
証
明
書
」
に
改
め
、
同
表
第
四
十
九
号
及
び
第
五
十
号
中
「
准

看
護
婦
免
許
証
又
は
准
看
護
士
免
許
証
」
を
「
准
看
護
師
免
許
証
」
に
改
め
、
同
表
第
五
十
一
号

中
「
助
産
婦
名
簿
謄
本
交
付
手
数
料
」
を
「
助
産
師
名
簿
謄
本
交
付
手
数
料
」
に
改
め
る
。

（
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

災
害
救
助
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
秋
田
県
規
則
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

１

規
　
　
　
　
　
　
則

看
護
婦

看
護
師
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別
表
第
二
第
一
号
　
　
中
「
保
健
婦
、
助
産
婦
及
び
看
護
婦
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
及
び
看

護
師
」
に
改
め
る
。

（
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改

正
）

第
五
条

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭

和
四
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

様
式
第
四
号
の
一
号
紙
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

「
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
様
式

」

の
二
号
紙
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条

秋
田
県
病
院
事
業
財
務
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
勘
定
科
目
表
費
用
の
部
の
表
中
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

（
秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
保
健
婦
、
保
健
士
、
助
産
婦
、
看
護
婦
又
は
看
護
士
」
を
「
保
健
師
、
助
産
師
又

は
看
護
師
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
「
保
健
婦
助
産
婦
看
護
婦
法
」
を
「
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
」
に
改
め
、
「
看
護

婦
の
」
を
「
看
護
師
の
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
二
号
　
中
「
准
看
護
婦
若
し
く
は
准
看
護
士
」
を
「
准
看
護
師
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
看
護
婦
学
校
」
を
「
看
護
師
学
校
」
に
、
「
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
看

護
師
養
成
所
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
看
護
婦
学
校
又
は
看
護
婦
養
成
所
」
を
「
看
護
師
学

校
又
は
看
護
師
養
成
所
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
号
中
「
助
産
婦
」
を
「
助
産
師
」
に
改
め
る
。

様
式
第
八
号
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

（一）
（３）

年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　
　
看
護
師
の
資
格

日
間
　
　
　
　
　
　
　

年
　
　
月
　
　
日
ま
で
　
　
　
　
　
□
有
　
□
無
　

□
看
護
婦
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
　
　

□
付
添
婦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
間

□
そ
の
他
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で
　
　
　

（
）

保
健
婦
、
保
健
士
、
看
護
婦
、
看
護
士

護
婦
、
准
看
護
士

准
看
護
師

保
健
師
、
看
護
師

准
看

看
護
婦
給

保
健
士
、
助
産
婦
、
看
護
婦
、
看
護
士
、
准
看
護
婦
及
び
准
看
護
士

看
護
師
手
当

看
護
師
及
び
准
看
護
師

看
護
婦
手
当

看
護
師
給

保
健
婦
、

保
健
師
、
助
産
師
、

（二）

看
護
婦
学
校
又
は
看
護
婦
養
成
所

所

看
護
師
学
校
又
は
看
護
師
養
成
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